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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

回次
第36期

第3四半期
連結累計期間

第37期
第3四半期

連結累計期間
第36期

会計期間
自 2020年 4月 1日
至 2020年12月31日

自 2021年 4月 1日
至 2021年12月31日

自 2020年4月 1日
至 2021月3月31日

売上高 (百万円) 99,106 127,892 143,268

経常利益 (百万円) 2,612 4,260 4,625

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 1,786 3,895 3,143

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,737 4,488 3,337

純資産額 (百万円) 28,036 30,767 29,652

総資産額 (百万円) 85,519 103,927 90,870

1株当たり四半期(当期)純利益 (円) 177.68 390.44 312.38

潜在株式調整後1株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 32.0 28.6 31.9

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △5,776 △1,333 △3,463

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △364 △90 △469

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 6,638 2,501 5,079

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 4,687 6,517 5,391

回次
第36期

第3四半期
連結会計期間

第37期
第3四半期

連結会計期間

会計期間
自 2020年10月 1日
至 2020年12月31日

自 2021年10月 1日
至 2021年12月31日

1株当たり四半期純利益 (円) 95.67 126.39

(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

3 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を第1四半期連結会計期間の期首

から適用しており、当第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等につ

いては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

　



― 3 ―

2 【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に重要な変更は

ありません。なお、主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。

（半導体及び電子デバイス事業）

当社は、2021年6月に関連会社であるNewtouch Electronics(Shanghai)Co.,Ltd.の全持分を譲渡いたしました。こ

れ に よ り、Newtouch Electronics (Shanghai) Co.,Ltd. 及 び Newtouch Electronics (Wuxi) Co.,Ltd.（Newtouch

Electronics(Shanghai)Co.,Ltd.の連結子会社）は関連会社から除外されました。

（コンピュータシステム関連事業）

該当事項はありません。
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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識

している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変

更はありません。

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の制限と緩和

が繰り返される中、世界経済の回復を背景に製造業の収益が改善するなど、持ち直しの動きが見られました。

当社グループにおける当第3四半期連結累計期間の経営成績については、売上高127,892百万円（前年同期比29.0

％増）、営業利益4,733百万円（前年同期比90.0％増）、経常利益4,260百万円（前年同期比63.1％増）、連結子会

社である東京エレクトロン デバイス長崎株式会社における固定資産の譲渡及び取得に伴い、固定資産受贈益1,888

百万円を特別利益として計上したことにより親会社株主に帰属する四半期純利益は3,895百万円（前年同期比118.0

％増）となりました。

当社グループにおける報告セグメントに係る経営成績については、次のとおりであります。

　

（半導体及び電子デバイス事業）

データ通信量の増大等を背景とした世界的な半導体需要の拡大に伴い、需給逼迫が続いている中、当社グループ

では顧客商権の拡大もあり産業機器向けや車載向けをはじめとする幅広い分野で半導体製品の需要が増加したこと

などから、当第3四半期連結累計期間は外部顧客への売上高112,412百万円（前年同期比34.4％増）、セグメント利

益（経常利益）3,021百万円（前年同期比182.9％増）となりました。

　

（コンピュータシステム関連事業）

企業のITプラットフォームに対する投資意欲は引き続き高まっているものの、当社では主要取引先との販売代理

店契約解消に伴い2020年4月に製品の販売を終了した影響や「収益認識に関する会計基準」等を適用したことによ

り、当第3四半期連結累計期間は外部顧客への売上高15,479百万円（前年同期比0.1％減）、IT技術者の採用に伴い

人件費が増加したことなどからセグメント利益（経常利益）は1,239百万円（前年同期比19.7％減）となりました。

　

当第3四半期連結会計期間末における総資産は103,927百万円となり、前連結会計年度末に比べ13,057百万円の増

加となりました。これは主に、売上債権や当社の連結子会社である東京エレクトロン デバイス長崎株式会社におけ

る固定資産の譲渡及び取得に伴い、有形固定資産（建物及び構築物）が増加したことによります。負債総額は

73,160百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,942百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金や前受

金が増加したことによります。また、純資産は30,767百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,115百万円の増加と

なりました。以上の結果、自己資本比率は28.6％となり、前連結会計年度末に比べ3.2ポイント低下いたしました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ1,126百万円増加し、6,517百万円となりました。

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は1,333百万円（前年同期は5,776百万円の支出）となりました。これは主に、売上

債権の増加や棚卸資産の増加等の資金減少要因が、税金等調整前四半期純利益等の資金増加要因を上回ったためで

あります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は90百万円（前年同期は364百万円の支出）となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による支出によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は2,501百万円（前年同期は6,638百万円の収入）となりました。これは主に、短期

借入金の増加等の資金増加要因が、配当金の支払や自己株式の取得による支出等の資金減少要因を上回ったためで

あります。

　

(3) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状

況を判断するための客観的な指標等について重要な変更及び新たに定めた指標はありません。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及

び新たに生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は420百万円であります。

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第3四半期連結累計期間において、半導体及び電子デバイス事業の受注及び販売の実績が著しく増加しておりま

す。これは、世界的な半導体の需給逼迫の影響や顧客商権の拡大などによるものであり、外部顧客からの受注高

199,284百万円（前年同期比120.0%増）、受注残高133,203百万円（前年同期比332.3%増）、販売高112,412百万円

（前年同期比34.4%増）となりました。
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(7) 主要な設備

① 主要な設備の新設等

半導体及び電子デバイス事業において、当社の連結子会社である東京エレクトロン デバイス長崎株式会社は、

2020年3月13日の当該連結子会社の取締役会決議（みなし決議）に基づき、2021年4月28日付で不動産交換契約を

締結し固定資産を取得いたしました。

（取得した資産の内容）

所在地及び資産の内容 帳簿価額 譲渡価額 現況

長崎県諫早市津久葉町6番47号
土地 13,038.80㎡
建物 6,060.44㎡（延床面積）

2,144百万円 同左 本社（新規工場事務所）

（相手先の概要）

商号 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社

所在地 熊本県菊池郡菊陽町大字原水4000番地1

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 清水照士

事業内容 半導体の設計・開発・生産・カスタマーサービス

資本金 100百万円

当社と当該会社の関係
相手先と当社との間には、特記すべき資本関係、人的関係及び取引関係
は無く、また相手先は当社の関連当事者には該当いたしません。

また、前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設等について、当第3四半期連結累計期間に完

了したものは次のとおりであります。

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容
投資総額
（百万円）

資金調達方法 完了年月
完成後の
増加能力

提出会社
エンジニアリン
グセンター

(横浜市都筑区)

半導体及び
電子デバイス事業
コンピュータ

システム関連事業

空調設備 41 自己資金 2021年11月 (注)

（注）完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。

② 主要な設備の除却等

半導体及び電子デバイス事業において、当社の連結子会社である東京エレクトロン デバイス長崎株式会社は、

2020年3月13日の当該連結子会社の取締役会決議（みなし決議）に基づき、2021年4月28日付で不動産交換契約を

締結し固定資産を譲渡いたしました。

（譲渡した資産の内容）

所在地及び資産の内容 帳簿価額 譲渡価額 現況

長崎県諫早市津久葉町6番42号
土地 8,886.15㎡
建物 3,655.49㎡（延床面積）

255百万円 265百万円 本社（事務所）・生産設備

（相手先の概要）

商号 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社

所在地 熊本県菊池郡菊陽町大字原水4000番地1

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 清水照士

事業内容 半導体の設計・開発・生産・カスタマーサービス

資本金 100百万円

当社と当該会社の関係
相手先と当社との間には、特記すべき資本関係、人的関係及び取引関係
は無く、また相手先は当社の関連当事者には該当いたしません。
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3 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間における、経営上の重要な契約等は次のとおりであります。

(1) 重要な金銭消費貸借契約の締結

当社は、2021年11月30日開催の取締役会の決議に基づき、株式会社三井住友銀行より、長期借入を実行しており

ます。

　① 契約締結日 2021年12月28日

　② 使途 運転資金

　③ 実行時期 2021年12月30日

　④ 借入金額 800百万円

　⑤ 返済期限 2025年12月30日

　⑥ 担保 特段の定めはありません。

(2) 重要な金銭消費貸借契約の締結

当社は、2021年11月30日開催の取締役会の決議に基づき、株式会社横浜銀行より、長期借入を実行しておりま

す。

　① 契約締結日 2021年12月30日

　② 使途 運転資金

　③ 実行時期 2021年12月30日

　④ 借入金額 800百万円

　⑤ 返済期限 2026年2月27日

　⑥ 担保 特段の定めはありません。

(3) 重要な金銭消費貸借契約の締結

当社は、2021年11月30日開催の取締役会の決議に基づき、株式会社肥後銀行より、長期借入を実行しておりま

す。

　① 契約締結日 2021年12月30日

　② 使途 運転資金

　③ 実行時期 2021年12月30日

　④ 借入金額 500百万円

　⑤ 返済期限 2025年12月30日

　⑥ 担保 特段の定めはありません。

(4) 重要な金銭消費貸借契約の締結

当社は、2021年11月30日開催の取締役会の決議に基づき、株式会社みずほ銀行より、長期借入を実行しておりま

す。

　① 契約締結日 2021年12月30日

　② 使途 運転資金

　③ 実行時期 2021年12月30日

　④ 借入金額 300百万円

　⑤ 返済期限 2025年12月30日

　⑥ 担保 特段の定めはありません。
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(5) 重要な金銭消費貸借契約の締結

当社は、2021年11月30日開催の取締役会の決議に基づき、株式会社山梨中央銀行より、長期借入を実行しており

ます。

　① 契約締結日 2021年12月30日

　② 使途 運転資金

　③ 実行時期 2021年12月30日

　④ 借入金額 300百万円

　⑤ 返済期限 2025年12月30日

　⑥ 担保 特段の定めはありません。
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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 25,600,000

計 25,600,000

② 【発行済株式】

種類
第3四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年12月31日）

提出日現在
発行数（株）

（2022年2月9日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 10,445,500 10,445,500
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数
100株

計 10,445,500 10,445,500 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2021年12月31日 － 10,445,500 － 2,495 － 5,645

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載するこ

とができないことから、直前の基準日（2021年9月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2021年9月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）
普通株式 300

― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,434,800 104,348 ―

単元未満株式 普通株式 10,400 ― ―

発行済株式総数 10,445,500 ― ―

総株主の議決権 ― 104,348 ―

(注) 1 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、野村信託銀行株式会社（東京エレクトロン デバイス

社員持株会専用信託口）が保有する当社株式194,200株（議決権の数1,942個）が含まれております。

2 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬

BIP信託口・75723口）が保有する当社株式142,538株（議決権の数1,425個）が含まれております。

3 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬

BIP信託口・76625口）が保有する当社株式127,500株（議決権の数1,275個）が含まれております。

4 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与

ESOP信託口・76616口）が保有する当社株式101,900株（議決権の数1,019個）が含まれております。

5 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の当社株式400株（議決権の数4

個）が含まれております。

　

② 【自己株式等】

2021年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）
東京エレクトロン デバイス㈱

神奈川県横浜市神奈川区
金港町1番地4
横浜イーストスクエア

300 ― 300 0.00

計 ― 300 ― 300 0.00

2 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】

1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第3項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2021年10月1日から2021年12月

31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、

有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,680 6,618

受取手形及び売掛金 39,543 -

受取手形、売掛金及び契約資産 - ※ 42,369

電子記録債権 2,181 ※ 3,239

商品及び製品 24,795 26,897

原材料 849 1,346

その他 9,677 13,505

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 82,721 93,968

固定資産

有形固定資産 1,820 3,702

無形固定資産 1,695 1,577

投資その他の資産

退職給付に係る資産 330 379

その他 4,350 4,347

貸倒引当金 △47 △47

投資その他の資産合計 4,633 4,679

固定資産合計 8,149 9,959

資産合計 90,870 103,927
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 11,187 13,593

短期借入金 8,918 15,142

1年内返済予定の長期借入金 4,040 4,840

未払法人税等 1,140 1,262

前受金 10,201 14,318

賞与引当金 1,667 850

その他 2,841 3,041

流動負債合計 39,997 53,048

固定負債

長期借入金 12,375 11,045

退職給付に係る負債 7,930 7,898

その他 914 1,167

固定負債合計 21,220 20,111

負債合計 61,217 73,160

純資産の部

株主資本

資本金 2,495 2,495

資本剰余金 5,652 5,652

利益剰余金 21,332 23,072

自己株式 △785 △1,977

株主資本合計 28,694 29,243

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 73 42

繰延ヘッジ損益 △225 △56

為替換算調整勘定 186 345

退職給付に係る調整累計額 235 187

その他の包括利益累計額合計 270 518

非支配株主持分 687 1,005

純資産合計 29,652 30,767

負債純資産合計 90,870 103,927
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2020年 4月 1日
　至 2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2021年 4月 1日
　至 2021年12月31日)

売上高 99,106 127,892

売上原価 85,058 110,212

売上総利益 14,047 17,680

販売費及び一般管理費

給料及び手当 4,992 5,192

賞与引当金繰入額 609 805

退職給付費用 485 472

その他 5,469 6,476

販売費及び一般管理費合計 11,556 12,946

営業利益 2,490 4,733

営業外収益

受取配当金 2 32

保険配当金 33 44

持分法による投資利益 57 54

為替差益 44 -

その他 58 29

営業外収益合計 196 161

営業外費用

為替差損 - 554

その他 75 80

営業外費用合計 75 634

経常利益 2,612 4,260

特別利益

固定資産売却益 1 1

固定資産受贈益 - 1,888

関係会社出資金売却益 - 31

特別利益合計 1 1,921

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 8 5

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 0 0

ゴルフ会員権償還損 - 0

持分変動損失 19 -

信託終了損失引当金繰入額 - ※ 112

特別損失合計 29 117

税金等調整前四半期純利益 2,584 6,064

法人税等 741 1,824

四半期純利益 1,842 4,240

非支配株主に帰属する四半期純利益 56 344

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,786 3,895

　



― 15 ―

【四半期連結包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2020年 4月 1日
　至 2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2021年 4月 1日
　至 2021年12月31日)

四半期純利益 1,842 4,240

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 35 △31

繰延ヘッジ損益 26 168

為替換算調整勘定 △128 143

退職給付に係る調整額 △31 △48

持分法適用会社に対する持分相当額 △7 14

その他の包括利益合計 △105 248

四半期包括利益 1,737 4,488

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,680 4,143

非支配株主に係る四半期包括利益 56 344

　



― 16 ―

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2020年 4月 1日
　至 2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2021年 4月 1日
　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,584 6,064

減価償却費及びその他の償却費 427 489

のれん償却額 26 26

賞与引当金の増減額（△は減少） △541 △817

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 28 △112

支払利息 56 57

為替差損益（△は益） △153 △188

関係会社出資金売却損益（△は益） - △31

固定資産受贈益 - △1,888

信託終了損失引当金繰入額 - 112

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △2,001 △3,577

棚卸資産の増減額（△は増加） △5,478 △3,371

仕入債務の増減額（△は減少） △1,190 2,398

未払金の増減額（△は減少） 280 △8

前受金の増減額（△は減少） 2,624 3,307

未収消費税等の増減額（△は増加） △657 △152

未収入金の増減額（△は増加） △24 224

前払費用の増減額（△は増加） △781 △2,114

持分変動損益（△は益） 19 -

その他 45 △5

小計 △4,735 409

利息及び配当金の受取額 19 100

利息の支払額 △56 △57

法人税等の支払額 △1,004 △1,785

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,776 △1,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △10 188

有形固定資産の取得による支出 △272 △284

無形固定資産の取得による支出 △64 △28

関係会社出資金の売却による収入 - 43

その他 △17 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △364 △90

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,154 6,096

長期借入れによる収入 7,000 2,700

長期借入金の返済による支出 △2,675 △3,230

自己株式の取得による支出 △0 △1,268

自己株式の処分による収入 127 166

配当金の支払額 △903 △1,894

非支配株主への配当金の支払額 △28 △26

リース債務の返済による支出 △34 △41

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,638 2,501

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 469 1,126

現金及び現金同等物の期首残高 4,218 5,391

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 4,687 ※ 6,517
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【注記事項】

(会計方針の変更)

当第3四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによ

る主な変更点は以下のとおりです。

　(1) 代理人取引に係る収益認識

　顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引について、従来は主に

顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額

を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。

　(2) 保守サービス付き製品販売に係る収益認識

　顧客からの注文書上、保守サービスと製品販売が一体である取引の一部について、従来は製品出荷時に収益

を認識しておりましたが、製品部分は出荷時、保守サービス部分はサービス提供期間にわたり収益を認識する

方法に変更しております。

　(3) 据付を要する製品に係る収益認識

　顧客との契約の中で当社が据付の義務を負う製品の一部について、従来は据付完了時に収益を認識しており

ましたが、製品部分は出荷時、役務部分は据付完了時に収益を認識する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四

半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただ

し、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱い

に従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収

益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われ

た契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響

額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

　この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は4,358百万円減少し、売上原価は4,181百万円減少し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ177百万円減少しております。また、利益剰余金の当期

首残高は169百万円減少しております。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示して

いた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示

することとしました。また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「商品

及び製品」の一部は、第1四半期連結会計期間より「前払費用」に含めて表示することとしました。なお、収益

認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替

えを行っておりません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。
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(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日　至 2021年12月31日)

税金費用の計算 税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期

純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益

に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

新型コロナウイルス感染症について、今後の収束時期等を正確に予想することは困難な状況にあります。このよ

うな状況の中、当社グループは前連結会計年度末後の経営状況等を勘案して会計上の見積りを行っておりますが、

現時点においてその基礎となる仮定に重要な変更はありません。

(四半期連結貸借対照表関係)

偶発債務

　債権流動化に伴う買戻義務限度額

前連結会計年度
(2021年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

662百万円 1,053百万円

※ 四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日または決済日をも

って決済しております。なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期

連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

前連結会計年度
(2021年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

受取手形 ―百万円 20百万円

電子記録債権 ―百万円 250百万円

(四半期連結損益計算書関係)

※ 信託終了損失引当金繰入額

当社は、年次業績連動型株式報酬制度として「役員報酬BIP信託」を2015年3月期に導入し、2021年3月期までの業

績を対象とした株式付与が信託において終了いたしました。当該信託における残余株式は信託期間満了時に当社へ

無償で譲渡されることとなっており、信託終了に伴う損失に備えるため、当第3四半期連結累計期間の特別損失とし

て112百万円を計上しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

　りであります。

前第3四半期連結累計期間
(自 2020年 4月 1日
至 2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2021年 4月 1日
至 2021年12月31日)

現金及び預金 4,971百万円 6,618百万円

預入期間が3か月を超える定期預金 △283百万円 △100百万円

現金及び現金同等物 4,687百万円 6,517百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日　至 2020年12月31日)

　

1. 配当金の支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年5月15日
取締役会

普通株式 522 50 2020年3月31日 2020年6月1日 利益剰余金

2020年10月26日
取締役会

普通株式 417 40 2020年9月30日 2020年12月1日 利益剰余金

(注) 1 2020年5月15日取締役会決議による配当金総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する配当金7

百万円及びE-Ship信託が保有する自社の株式に対する配当金13百万円が含まれております。

2 2020年10月26日取締役会決議による配当金総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する配当金

5百万円及びE-Ship信託が保有する自社の株式に対する配当金9百万円が含まれております。

　

2. 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

　

3. 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日　至 2021年12月31日)

　

1. 配当金の支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年5月18日
取締役会

普通株式 887 85 2021年3月31日 2021年6月2日 利益剰余金

2021年10月28日
取締役会

普通株式 1,096 105 2021年9月30日 2021年12月1日 利益剰余金

(注) 1 2021年5月18日取締役会決議による配当金総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する配当金

12百万円及びE-Ship信託が保有する自社の株式に対する配当金18百万円が含まれております。

2 2021年10月28日取締役会決議による配当金総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する配当金

28百万円及び株式付与ESOP信託が保有する自社の株式に対する配当金10百万円並びにE-Ship信託が保有する

自社の株式に対する配当金20百万円が含まれております。

　

2. 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

　

3. 株主資本の著しい変動

2021年7月28日開催の取締役会決議に基づき、「役員報酬BIP信託」及び「株式付与ESOP信託」を導入し、当第3

四半期連結累計期間において自己株式229,400株を1,268百万円にて取得いたしました。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額

(注)
半導体及び
電子デバイス

事業

コンピュータ
システム関連

事業
計

売上高

　半導体・ボード製品等 83,614 ― 83,614 ─ 83,614

　ストレージ・ネットワーク
　機器等

― 8,717 8,717 ― 8,717

　保守・監視サービス ― 6,774 6,774 ― 6,774

顧客との契約から生じる収益 83,614 15,492 99,106 ― 99,106

　外部顧客への売上高 83,614 15,492 99,106 ― 99,106

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

83 ─ 83 △83 ─

計 83,697 15,492 99,190 △83 99,106

セグメント利益 1,068 1,544 2,612 ─ 2,612

　
(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額

(注)
半導体及び
電子デバイス

事業

コンピュータ
システム関連

事業
計

売上高

　半導体・ボード製品等 112,412 ― 112,412 ― 112,412

　ストレージ・ネットワーク
　機器等

― 8,818 8,818 ― 8,818

　保守・監視サービス ― 6,661 6,661 ― 6,661

顧客との契約から生じる収益 112,412 15,479 127,892 ― 127,892

　外部顧客への売上高 112,412 15,479 127,892 ― 127,892

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

― ― ― ― ―

計 112,412 15,479 127,892 ― 127,892

セグメント利益 3,021 1,239 4,260 ― 4,260

　
(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に

関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
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当該変更により、従来の方法に比べて、当第3四半期連結累計期間の「半導体及び電子デバイス事業」の売上高

は3,416百万円減少、セグメント利益は26百万円減少し、「コンピュータシステム関連事業」の売上高は942百万円

減少、セグメント利益は150百万円減少しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第3四半期連結累計期間
(自 2020年 4月 1日
至 2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2021年 4月 1日
至 2021年12月31日)

1株当たり四半期純利益 177円68銭 390円44銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 1,786 3,895

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)

1,786 3,895

普通株式の期中平均株式数(株) 10,053,945 9,976,457

　
(注) 1 株主資本において自己株式として計上されている役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託並びにE-Ship信託が

所有する当社株式は、1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数

に含めております。

1株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数

前第3四半期連結累計期間 391,246株 当第3四半期連結累計期間 468,716株

2 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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2 【その他】

第37期 (2021年4月1日から2022年3月31日まで) 中間配当については、2021年10月28日開催の取締役会において、

2021年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額 1,096百万円

② 1株当たりの金額 105円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2021年12月1日

　



― 23 ―

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年2月9日

東京エレクトロン デバイス株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

　東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 西 野 聡 人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 小 林 圭 司

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東京エレクトロン

デバイス株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（2021年10月1日から

2021年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（2021年4月1日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東京エレクトロン デバイス株式会社及び連結子会社の2021年12月

31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適

正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注) 1．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

2．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

　



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の8第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年2月9日

【会社名】 東京エレクトロン デバイス株式会社

【英訳名】 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 徳 重 敦 之

【最高財務責任者の役職氏名】 ―

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

　



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長徳重敦之は、当社の第37期第3四半期（自 2021年10月1日 至 2021年12月31日）の四半期報

告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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